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第７期台東区障害福祉計画 パブリックコメント実施結果 

 

 

分類 項番 意 見 
区の考え方（案） 

（該当する施策） 
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４
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策
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方
向
性
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１ ６Ｆの若者支援事業は３９才まで

しか使用できないのはどうかと思う 

せめて障害者枠をもうけてほしい。

４０才すぎた障害者も利用したいと

思うはずだと思う。もう少し障害者も

使い易い施設にしてほしい。 

（仮称）北上野二丁目福祉施設の６

階では、若者支援事業及び教育支援事

業を実施するとともに、交流の場（若

者中心としたエリア）（以下「交流の

場」という）を設置する予定です。 

若者支援事業は、現在行っているひ

きこもり支援を充実させ、生きづらさ

を抱える若者への一人ひとりの状況

に応じた支援を行うため、利用対象者

を中高生世代から 39 歳までの若者及

びその家族としています。 

また、交流の場は、学校や家庭以外

の居場所を提供し、子供・若者の悩み

や困りごとに対する早期発見及び早

期対応につなげることを目的として

いるため、利用対象者を小学生から 39

歳の若者としています。 

ただし、交流の場の機能のうち「地

域交流スペース」及び「運動室」につ 

意見受付期間 令和５年１２月１５日（金）～令和６年１月５日（金） 

意見受付場所 

区公式ホームページでの受付のほか、各区民事務所・分室・地区

センター、区政情報コーナー、生涯学習センター、松が谷福祉会

館、台東区社会福祉協議会、障害福祉課及び保健予防課窓口で中

間のまとめ閲覧・意見受付。 

意見受付件数 ２人、５件 

提出方法の内訳 
郵送０人（０件）     ファクシミリ１人（４件） 

ホームページ１人（１件） 持参０人（０件） 
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  いては、利用対象者を全区民としてお

りますので、40歳以上を含む障害者や

若者が優先的に利用できるよう配慮

した上で、一般貸出可能な日時の設定

を行ってまいります。 

（施策３ 日中活動の場の整備） 

２ 福祉避難所が交流スペースから転

用としているが６Ｆだと車イス移動

は難しいと思う。スロープは３Ｆまで

だと聞いていたが６Ｆまで使えるよ

うにしてほしい。エレベーターも車イ

スが何台も入る大型のエレベーター

を使用してほしい。 

 

いただいたご意見も踏まえ、「（仮

称）北上野二丁目福祉施設整備」の中

で検討してまいります。 

（施策３ 日中活動の場の整備） 

 

３ 執務室について３Ｆに集中する話

があるが、それぞれの各エリアごとに

作った方が使い易いと思うので３Ｆ

に集中して作らないでほしい。 

 

４ 日中一時支援のトワイライトサー

ビスで区内の生活介護事業等を利用

している方と書いているが、それ以外

の利用している障害者も利用できる

ようにしてほしい。 

対象者は区内福祉作業所や生活介

護の活動終了後に支援が必要な障害

者を想定しています。その他対象者の

詳細については今後検討してまいり

ます。 

（施策３ 日中活動の場の整備） 

 

そ
の
他 

５ 少し前に意見として区の窓口に出

させていただきましたが、障害児に対

しての給食費無償化を決定いただき

ありがとうございます。また、私ども

の家庭は第二子が特別支援学校に通

っています。その中で、全ての障害児

に対する手当が年収により対象外に

なっています。子供の権利は平等であ

ってほしいと思います。他のお子さん

に手当が入りそれでケアサービスと 

所得制限を設けるかどうかは、個々の

制度の目的や支援方法などに応じて、

それぞれ判断するものと考えます。 

障害児支援に関する福祉サービス

の利用者負担については、所得に応じ

た負担限度額を設定し、その負担が過

剰なものとならないこととしていま

す。 

また、区では、児童発達支援事業所

等に通う第２子以降の利用者負担額 
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（該当する施策） 

 

 かを受けているのをみるとやるせな

い気持ちになります。意見としては、

障害に対する施策については年収な

どの制限なく、区民であれば誰しもが

平等に受けれるようになってほしい

と考えています。既存の制度なども今

一度その点を考慮して見直しをお願

い出来ますでしょうか少しづつ障害

を持つ人たちへの対応がよくなって

いくことを期待しています。 

 

無償化を東京都が事業開始するまで

の間、先行して実施するなど、国が全

国一律で定める障害福祉サービス以

外にも、区独自で様々な地域生活支援

事業や障害福祉サービス等の利用者

に対する利用者負担軽減事業を状況

に応じて実施し、きめ細かい対応をし

ています。 

ご意見の内容は今後の障害福祉施

策の検討を行う際の参考にさせてい

ただきます。 

 

 

 

 

 

 


